
三菱UFJフィナンシャル・グループの皆さまへ

「団体扱火災保険」は

10%
メリット１ 保険料が割安！

便利でお得です

団体扱ならではの３つのメリット

次の方々が所有・使用するお住まいや家財は団体扱で被保険者としてご加入できます。
①ご契約者 ②ご契約者の配偶者
③ご契約者またはその配偶者の同居の親族
④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族
⑤ご契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族
（①から④までに掲げる方が保険の対象を共有または使用している場合にかぎります。）

メリット 3 ご家族のお住まいや家財もＯＫ！

お支払いは給与控除のため、お手続きが簡単です！
退職者の皆さまは、口座振替となります。

メリット 2 保険料は給与控除
退職者の方は口座振替

グループ会社の皆さまも、現役時にご加入いただければ
退職後も団体扱でご継続できるようになりました！

火災保険
団 体 扱
大口割引

団体扱は分割払でも分割割増ナシ！（一般契約の分割払は５％割増）
また長期年払、１年一括払は５％割引が適用されます。（年一括払による割引）

さらに、三菱ＵＦＪフィナンシャルグループの皆様は団体扱大口割引１０％適用！

2024年4月版

※三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの団体扱大口割引10％は、ご契約期間の初日が2024年4月1日～2025年3月31日のご契約対象です。



金融法人第二部営業第一課

〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10

TEL:03-3231ｰ3642

受付時間:平日午前9時から午後5時まで（年末年始は除きます）

＜公式ウェブサイト＞https://www.sompo-japan.co.jp/

◎お問い合わせは下記の取扱代理店まで

エムエスティ保険サービス株式会社
リテールビジネスオフィス

〒163-1537 東京都新宿区西新宿1-6-1
TEL:0120-678-152,158,159
（受付時間:平日 9：00～17：00）

FAX:03-3342-3341

●「ＴＨＥ すまいの保険」は、「個人用火災総合保険」のペットネームです。
●このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
また、その他の補償内容につきましては、必ずパンフレットまたはご契約のしおり等をご確認ください。

● 団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。
詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合せください。

の特長を知ろう！

￥

万全のサポート体制でもしもの時も安心！
チャットサービス

損保ジャパン
×

ＬＩＮＥ

￥

建てかえ時の費用も補償対象に！

￥

充実のサービスを無料セット！ 「すまいとくらしの
アシスタントダイヤル」

（SJ23-14108 2024.01.30）


